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対   象

参加費

※希望する活動内容によって異なります

体験期間：7月下旬～8/31(月)

事前ミーティング：7/5(日)

振返り会：9/6(日)

体験期間：7月下旬～8/31(月)

事前ミーティング：7/5(日)

振返り会：9/6(日)

募集期間

体験できる分野

中学１年生～高校３年生
（市内在住または市内中学・高校に通学する方に限ります）

「ちょこっと」か
ら

「ちょこっと
」から
はじめてみません

か？
はじめてみま

せんか？

詳細・お申
込みは

詳細・お申
込みは

裏面のQR
コードから

！
裏面のQRコ

ードから！
詳細・お申

込みは

裏面のQR
コードから

！

202620262026
日光市日光市日光市

皆さんの参加を
お待ちしています！！
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とは？とは？

中高生

ボランティア体験

とは？

「興味はあるけどやったことがない…」「何か新しいことに挑戦してみたい…」
と思っている学生のみなさん！

この夏、地域活動やボランティア活動を経験して新しいトビラを開けてみませんか？

日光市内の市民活動団体やＮＰＯ団体の活動場所に行っ
て、実際に見たり聞いたりしながら、自分の興味のある
分野のボランティア活動を体験します

無料 (交通費や体験で必要な経費は自己負担となります)

5/15（金）～ 6/12（金）

・福祉分野　・まちづくり・福祉分野　・まちづくり
・環境保護　・国際交流・環境保護　・国際交流
　　　　　　　　　　　など　　　　　　　　　　　など

・福祉分野　・まちづくり
・環境保護　・国際交流
　　　　　　　　　　　など

定　 員 40名程度（先着）



お問合せ先

詳細情報・お申込み

主 　催

QRコードからお申込みください
詳細情報もこちらから

ご覧いただけます

活動スケジュール活動スケジュール活動スケジュール

②活動体験 ③振返り会①事前ミーティング

注 意 事 項

〒321-1292
栃木県日光市今市本町１番地 
日光市役所　3階35番窓口

希望者にはボランティア証明書を発行します希望者にはボランティア証明書を発行します希望者にはボランティア証明書を発行します

7月下旬～
8/31(月)

9/6(日)

参加申し込みの際は、保護者の同意書の提出が必要となります
参加の条件等については、日光市公式ＨＰから詳細をご確認ください
保険は日光市加入のボランティア保険を適用します
活動の連絡等は、LINEオープンチャットを使用して行います 不明な点やお電話での申し込みを

希望される場合は
地域振興課までご連絡ください

不明な点やお電話での申し込みを
希望される場合は

地域振興課までご連絡ください

ボランティア活動を通し

て学んだことや感想など

を、団体の皆さんと一緒

に振り返りながら発表し

ます

7/5(日)

参加者と団体の顔合わ

せ、当日の確認などの

オリエンテーションを

行います

期間中、実際に

各団体の活動に

参加します

メール：chiiki-shinkou@city.nikko.lg.jp

日光市地域振興課市民協働推進係・日光市民活動支援センター

たくさんの出会いが

待っているかも…！

ヒーローショーのサポート

魚が安心して暮らせる川づくり

外国人観光客への通訳ガイドサポート

子ども・高齢者福祉サポート

たとえばこんなボランティア体験があるよ！たとえばこんなボランティア体験があるよ！たとえばこんなボランティア体験があるよ！

ページID：11303

日光市公式HP

障がい福祉作業のサポート

※体験分野や内容は変更となる場合があります  　詳細はHPをご覧ください

※上記活動スケジュールの①②③すべてに参加いただくことが条件となります

電話：0288-21-5147
日光市地域振興課　市民協働推進係

地域食堂のお手伝い
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